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1.  取扱説明書、本体はり付けラベルなどの注意書に従った
     正常の使用状態で保証期間内に故障した場合に有効です。
2.  保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い
     上げ店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示下
     さい。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理
     を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3.  

4.  保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お
　 買上げ店又は最寄りの営業所へお問合せ下さい。

5.  保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　（1）  保証書のご提示がない場合
　（2）  保証書にお名前、お買上げ日、お買上げ店名の記載が
　　  ない場合、又はこれらの字句を書きかえられた場合
　（3）  使用上の誤り及び当社又は当社指定業者以外での修理、
　　  調整、改造による故障及び損傷
　（4）  お買上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障及び損傷
　（5）  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、
　　  塩害、衝突などによる故障や損傷
　（6）  本製品以外の機器・配管部の不具合による故障や破損
　（7）  故障の原因が本製品以外の部分にあって、それを点検・
　　  修理した場合
　（8）  本製品が直接の原因ではないサージ、静電気、電磁ノ
　　  イズなどの電気的ストレスによる故障や破損
　（9）  消耗部品の取替え及び維持管理のための費用

純正部品以外を使用した場合、
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レベラーは、保守・点検が行えるよう、必ず住居外（各住戸の
玄関の外側など）に設置してください。また住居内に設置し
てしまうと、揮発した灯油の臭気や供給時の音・振動により、
居住者に不快感を与えてしまう恐れがあります。
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1. 24ページの「故障かな？と思ったら」に従って、点検・処置してください。

2. 処置しても改善しない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご相談する際には下記の項目を予めお調べ願います。

　 ○検針盤とレベラーそれぞれの製品型名と製品番号（製品側面の銀色の銘板）

　 ○検針盤の LED表示の状態（23ページ「異常のお知らせ」をご参照ください）

　 ○故障状況（設置後年数、直近の使用状況など詳しく）

4. 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

　 そのほか、詳細は本取扱書裏表紙の保証書をご覧ください。

5. 集中検針盤の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

　 ○この期間は、経済産業省の指導によるものです。

　 ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

重要な検針データを保存するための ICチップ、また駆動機器用のリレーなど動作
回数に寿命がある電子部品が使用されているため、7年毎に必ず交換してください。
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